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１

○本地区の用排水路は、供用開始から30年以上が経過し、用水路の不同沈下による越水・漏水等により用水
不足が生じ水管理に苦慮するとともに、用排水施設は、老朽化の進行で維持管理に多大な労力を費やしてい
る。

○用排水路の適正勾配への調整、必要断面への更新を行うことにより、水利用・水管理の効率化・省力化や
水利施設の安全性向上を進め、本地域の農業競争力強化を図る。

作物生産効果：農業用用排水施設の更新により、作付面積及び単収の増加が図られる効果

※年効果額 1億3,842万円＝（事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面積）×単収×単価×作付増減の純益率

現況の
生産量

①維持される
生産量

施設が機能喪失
した状況での生

産量

事業なかりせば 事業ありせば

施設機能を喪失することで適切なかんが
いが不可能となり作物の生産量が減少。 施設が維持されることで、

従前の作物の生産量が維持。

適切なかんがいの実施が可能なことから、関係機関の振興計画に即した
作付けが可能となり、作物の生産量が増加。

（生産量）

1億3,842万円
既存施設が担う

生産量

目地部が開き、破損

○用水路工
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水利施設等保全高度化事業【第二多良木地区】

〇地元の意向

地元（町、改良区、農家）からは、用水路の不同沈下による越水・漏水等による用水不足の解消、用排
水路の老朽化による維持管理労力の軽減のため、本事業による用排水施設の早期完了を要望している。

要望書において、
・当地域では近年、施設の老朽化による機能低下が著しく、地域の農業経営への影響が懸念されて

おり、再整備が必要な状況
との要望が寄せられている。
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１

○畑地かんがい施設は、近年、老朽化に伴う施設の機能低下や管路の破損を要因とする漏水などの突発事故
が発生。

○管路や給水栓をはじめとする畑地かんがい施設の更新することにより、農業用水の安定供給を図り、農業
経営の安定と農業所得の維持・向上を図る。

作物生産効果：農業用用排水施設の更新により、作付面積及び単収の増加が図られる効果

※年効果額 12億4,308万円＝（事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面積）×単収×単価×作付増減の純益率

現況の
生産量

②維持される
生産量

施設が機能喪失し
た状況での生産量

事業なかりせば 事業ありせば

施設機能を喪失することで適切なかんがい
が不可能となり作物の生産量が減少。

施設が維持されることで、
従前の作物の生産量が維持。

適切なかんがいの実施が可能なことから、関係機関の振興計画に即した作付け
が可能となり、作物の生産量が増加。

（生産量）

12億4,308万円

①増加生産量

既存施設が担う
生産量
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〇地元の意向
本事業による畑地かんがい施設更新の早期完了を図るため、地元（鹿屋市、肝付町、笠野原土地改良

区）が連携し、事業の推進を図っている。
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事業の効果

○農業生産性の向上
実証ほ場におけるばれいしょの栽培実験の結果、かん水区と無かん水区では収量・品質及び収益性に大きな差が生じる

ことが確認されており、徳之島における作付面積、産出額は増加傾向にある。

○かん水効果の広報・周知
農業試験場におけるさとうきび及びばれいしょの栽培実験の結果、かん水区と無かん水区では収量・所得に大きな差が

生じることが各印されており、当該結果は町報等とともに配布されており、島内に広く周知されている。
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○地元の意向
地元（市、改良区、農家）からは、営農の省力化や農業用水の確保による農業経営の安定及び生産性向
上のため、本事業による用水施設（畑地かんがい）の早期完了を要望している。

要望書において、
・国営附帯県営事業を含めた大規模畑地かんがい事業を着実に推進できるよう、必要な当初予算を

確保すること。
との要望が寄せられている。
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農業競争力強化農地整備事業【第三新富地区】

事業の効果

基盤整備により区画の拡大、農道の拡幅、用水のパイプライン化等、生産基盤条件が改善され、
担い手が経営規模拡大しやすい農地が整備されている。

区画の拡大（10a→1ha） 農道の拡幅
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担い手への農地利用集積率(％)

地区全体の実績値 計画値

※令和6年度までに整備が完了した農地39haの
担い手への集積率は令和6年度時点で54.7％



農業競争力強化農地整備事業【第三新富地区】

地元の意向

本地区は２つの整備完了地区（新富地区・第二新富地区）に囲まれた水田地帯であ
り、水稲を基幹とした営農が行われている。畜産農家も多く、露地野菜との複合経営
も盛んな地域である。

受益者、町及び土地改良区は、農作業の効率化と省力化、農業用水の確保による農
業経営の安定及び生産性向上のため、本事業の早期完了を要望している。

・地下水位が高く、排水性の悪い地帯で、農耕
牛でやっていた頃から苦労して営農をしてきた。
・担い手の経営面積拡大よりも、農家の高齢化
による耕作離れが加速している。
・隣接の第二新富地区や新富地区は、基盤整備
が完了しており、担い手が利用権を結んでいる
が、本地区は未整備地であり、借りてくれない。
・早期に整備を進めてほしい。

農家の声
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新富地区
（H8～18）

第二新富地区
（H16～26）

第三新富地区
（H27～R12）
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目的：佐賀市東与賀地域の用排水路工（20km）を整備することにより、湛水被害を未然に防止し、
本地域全体として農業経営の安定と国土保全を図るものである。

 実施主体：佐賀県

 事業進捗

①事業費 1,219百万円/1,597百万円（76.3％）

②事業量 用排水路工 L=17/20km （85.0％）

○ 効果

事業を実施しなかった場合
被害想定面積 82.26ha

事業を実施した場合
被害想定面積 40.17ha

（整備前） （整備後）

被害面積の削減42.09ha(約49%)減少

降雨条件：計画基準降雨（1/10確率）34.0mm/hr

湛水区域 湛水区域
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 実施主体：熊本県

 事業進捗

①事業費 883百万円/ 1,337百万円（66％）

②事業量 集水路 L=0.9km/1km （90％）

承水路 L=0.6km/1km （60％）

水兼農道 L=2.6km/3km （87％）

○ 効果

（整備後）（整備前）

被害
軽減額
(千円)

事業後
被害額
(千円)

事業前
被害額
(千円)

年被害軽減額

資産名

137,077133137,210
（190か所）農地

56,0165056,066
(1,734㎥)道路

225,131408225,539
(768ヶ所)

道路・水路
(自力復旧)

142,266274142,540
(253.4t)

農地・農作物
(自力復旧)

事業を実施することで被害軽減が図られる。

目的：本地区は、排水施設（集水路・承水路・水兼農道）を整備し受益地内の排水を適切に流下さ
せることにより農地の保全を図り、農業経営の安定と国土保全を図る。

2020
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要望者：東門寺農地保全事業組合長
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効果概要：本地区は、流域開発や降雨量増加によるポンプ本体の老朽化や流出量の増加のため、湛水被害が年々増加
していることから、排水機場の更新及び導水路の新設を行い、湛水災害を防止する計画である。

 実施 主体：熊本県

 対策の概要：

 全体事業費：6，408百万円 （計画総事業費：5,560百万円）

 効 果：

○ 昭和57年に湛水防除事業で設置された排水機場
は、流域開発や降雨量の増加による流出量が増加
し、さらに、ポンプ本体の老朽化により当該受益地
127haでは湛水被害を受けていた。

法 面

○ 湛水被害エリアの縮小（126.5ha→65.4ha）に向けては、
現在、導水路0.7kmが整備済みであるが、排水機場が未
了であり、湛水被害が軽減されていない。

○ 地元農家は、湛水被害が年々増加していることから、一
刻も早い完了を望んでいる。

計画時点（平成10年）湛水被害エリア（126.5ha）

（流域面積1,228ha、1/20確率降雨）

事業完了時点（令和９年）湛水被害エリア（65.4ha）

（流域面積1,228ha、1/20確率降雨）
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効果概要：本地区は、排水機場や導水路の老朽化、さらには降雨量増加や流域開発による流出量の増加のため、湛水
被害が年々増加していることから、排水機場及び導水路の更新を行い、湛水災害を防止する計画である。

 実施 主体：熊本県

 対策の概要：

 全体事業費：7，315百万円 （計画総事業費：6,500百万円）

 効 果：

○ 昭和56年に湛水防除事業で設置された排水機場や
導水路は、老朽化が進行し、さらには降雨量増加や流
域開発による流出量の増加もあって、当該事業受益
214.5haでは湛水被害を受けていた。
このため、氷川排水機場及び導水路を再整備するも

のである。

法 面

○ 湛水被害エリアの縮小（214.5ha→35.9ha）に向けて、現
在、排水機場の樋門工、下部工、建屋工、導水路１kmが
整備済みであるが、排水機場が未了であり、湛水被害が
軽減されていない。

○ 地元は、近年の突発的な豪雨や台風等による湛水被害
が年々増加しており、早期の完成を望んでいる。

計画時点（平成27年）湛水被害エリア（214.5ha）

（流域面積771ha、1/20確率降雨）

事業完了時点（令和12年）湛水被害エリア（35.9ha）

（流域面積771ha、1/20確率降雨）
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